
フランダース地方における
廃棄物規制（ベルギー）

ベルギー・フランダース地方では９７年１２月１７日、廃棄物の予防および管理に関するフラ

ンダース規則を定めるフランダース地方政令（通称：ＶＬＡＲＥＡ）を導入した。同政令に

基づきフランダース地方では、９９年７月１日から、消費者が有する家庭用電気製品や自動

車など特定の廃棄物を、消費者が代わりの製品を購入することを条件として、産業側が引

取りをおこなう義務が発生している。同規制はＥＵレベルで導入が検討されている電気・

電子機器廃棄物（ＷＥＥＥ／ＷａｓｔｅＥｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＥｑｕｉｐｍｅｎｔ）の新たな規

制を先取りするものとして注目される動きであることから、以下に、同政令の概要を紹介

するとともに、これに対する産業側の対応として、特に家庭用電気製品産業の動きについ

て報告する。

ブリュッセル・センター

ＶＬＡＲＥＡは、フランダース地方の廃棄物

行政のフレームワークを定める８１年７月の廃

棄物の予防および管理に関するフランダース

地方法律を主たる根拠とし、既存の廃棄物関

連規制を整理し、さらにいくつかの新たな概

念を導入するために制定された政令であり、

廃棄物の回収義務、再利用、回収・輸送・処

理の方法、および廃棄物の輸出入などについ

て細かく規定している。同政令では廃棄物を

原則として、①家庭から生じる「家庭廃棄

物」、②産業活動により生じる「産業廃棄物」、

③危険物質や農鉱業原料、および同政令が特

に規定する廃棄物を集めた「特別廃棄物」の

３つのカテゴリーに分類している。

１．ＶＬＡＲＥＡの概要
（１） 廃棄物の回収義務

ＶＬＡＲＥＡでは、特に「特別廃棄物」に分

類される廃棄物のうち、①紙類、②乾電池お

よび蓄電池、③自動車、④タイヤ、⑤家庭用

電気製品の５分野について、フランダース地

方の最終販売者、流通業者、製造者、輸入業

者に対し、その回収を義務づけている。これ

らの製品の回収は、回収義務を課せられた者

の費用負担でおこなうこととされ、また回収

の対象となる廃棄物には、消費者が製品買い

替えなどの理由により、廃棄を希望する中古

製品も含まれる。同政令ではこれらの廃棄さ

れた中古製品のうち使用可能なものについて、

回収後、回収センターなどで再販売すること

も義務づけている。

同政令では、上記５分野のうち特に自動車、
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タイヤ、家電製品について、産業界への影響

を配慮し、回収義務の本格的導入までに過渡

的な取扱いを認めている。具体的には、これ

ら３分野における廃棄物の回収にあたり、回

収のための前提条件などを次の２段階に分け

て設定している。

第１段階：１９９９年７月１日から廃棄物回収義

務の発生と、「１対１の回収」条件の導入。

第２段階：２００４年７月１日から「１対０の回

収」条件の導入（回収義務の本格化）。

参考：ＶＬＡＲＥＡの概略

廃棄物の予防および管理に関するフランダース規則を定めるフランダース地方政令

【公布日】１９９７年１２月１７日【官報掲載日】１９９８年４月１６日

【施行日】１９９８年６月１日（一部の規定につき１９９８年１１月１日から施行）

第１章：総則

廃棄物の目録、廃棄物の除去作業および廃棄物の再利用を定義。

第２章：廃棄物の分類

廃棄物を家庭廃棄物、産業廃棄物、特別廃棄物および危険廃棄物に分類。

第３章：回収義務

回収義務のある廃棄物、回収作業のための認可団体および廃棄物処理計画の提出を規定。

第４章：廃棄物の再利用

再資源としての廃棄物の使用方法および使用の際の廃棄物証明について規定。

第５章：廃棄物の回収、輸送および処理

回収者の認定、運送者の登録、および廃棄物の申告・登録義務について規定。

第６章：廃棄物の輸出入

廃棄物の輸出入管理は９３年２月１日付欧州理事会指令（９３／２５９／ＥＣ）による規定の導入を規定。

第７章：廃棄物の分析

分析機関および分析方法を規定。

第８章：廃棄物の管理

行政担当者の権限を規定。

第９章：雑則・廃止規定

附則１．２．１： 廃棄物の目録（リスト）

附則２．４．１．１： 廃棄物の分析方法について

附則２．４．１．２： 危険廃棄物の目録（リスト）

附則４．１： 再利用すべき廃棄物の目録（リスト）

附則４．２．１： 肥料や土地改良剤としての再利用について

附則４．２．２： 建材としての再利用について

附則４．２．３： 土壌としての再利用について

附則４．３： 廃棄物証明の申請様式

附則： 環境測定パラメータのリスト（抄）

附則５．５．３．２： 医療廃棄物の目録（リスト）

附則６： 輸出入廃棄物の目録（リスト）
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上述の回収条件について、「１対１の回

収」条件とは、消費者が廃棄する製品を産業

側が無料回収するにあたって、廃棄する製品

（１個）のための代替製品を（１個）購入す

ることを産業側が要求できることを意味し、

「１対０の回収」条件とは、消費者に廃棄す

る製品（１個）のための代替製品購入を要求

することなく（０個）、無条件で無料回収を

おこなわなければならないことを意味する。

なお、回収義務の発生と回収条件の適用の

各時期については、表１のとおり整理される。

（２） 廃棄物行政の担当機関

廃棄物の回収義務は、フランダース地方で

製品を販売する各企業（あるいは個人）に対

して定められているものであるが、この義務

を個別企業単位で履行することは、費用的見

地あるいは行政効率の面から現実的ではない。

そのため同政令では、企業（個人）に課され

た回収業務を代行する者として、業界で組織

する非営利団体の設立を規定し、その業務範

囲や業務の認可などを定めている。

ＶＬＡＲＥＡでは、フランダース地方の廃棄

物行政をおこなう機関として、フランダース

公共廃棄物協会（通称：ＯＶＡＭ）を指定し

ている。ＯＶＡＭは、８１年７月の廃棄物の予

防および管理に関するフランダース地方法律

に基づき、８１年１０月１日に設立された協会で、

廃棄物および土壌汚染についての政策立案と

その行政実行の権限を有している。同政令に

規定される行政権限としては、①業界で組織

する非営利団体の認可と監督、②製品ごとに

定められたリサイクル率の監督、③廃棄物を

資源として再利用する際の証明書の発行、④

廃棄物回収業者および運送業者の認可、登録

および監督、⑤産業廃棄物やＰＣＢなど危険

物質の輸出入および国内取引における取扱い

数量などの情報管理、が挙げられる。

（３） 再生資源としての廃棄物の利用

ＶＬＡＲＥＡでは、特別廃棄物のうち、農業

廃棄物、鉱業廃棄物、溶剤、燃料などをリス

トアップし、①肥料、土地改良剤、②建材、

③土壌、④溶剤、潤滑剤、⑤燃料の５分野に

おける再生資源として最大限利用することを

規定している。これらの廃棄物を再生資源と

して利用する者は、当該廃棄物が再利用でき

ることを証明する有効証書を取得しなくては

ならない。

また、後述する家庭用電気製品については、

再生資源の具体的回収目標として、２０００年ま

でに鉄９５％、非鉄金属８５％、プラスチック２０

％を設定している。

（４） 廃棄物の回収・輸送・処理

ＶＬＡＲＥＡでは、危険廃棄物などの回収業

者に対して認可の取得を、またその輸送業者

に対しては登録を求めている。一方、産業廃

棄物を産出する者に対しては、産出した廃棄

物の性質とその構成、数量、処理方法などの

情報を記録し、１年に１度申告する義務を課

している。これらの認可・登録申請、廃棄物

情報の申告は、ＯＶＡＭに対してなされる。

表１ 条件別回収義務の発生時期

回収義務の発生 １対１回収 １対０回収

① 紙類 １９９８／６／１ １９９８／６／１～

② 乾電池および蓄電池 １９９８／６／１ １９９８／６／１～

③ 自動車 １９９９／７／１ １９９９／７／１～ ２００４／７／１～

④ タイヤ １９９９／７／１ １９９９／７／１～ ２００４／７／１～

⑤ 家庭用電気製品 １９９９／７／１ １９９９／７／１～ ２００４／７／１～

２８ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．１０

３



（５） 廃棄物の輸出入

ＶＬＡＲＥＡでは、廃棄物の輸出および輸入

については、９３年２月１日付ＥＵ域内におけ

る廃棄物輸送の管理および監視に関する欧州

理事会指令（９３／２５９／ＥＣ）の規定に基づくと

し、同指令を国内法に導入するための規定を

定めている。

ＶＬＡＲＥＡの規定により９９年７月から、フ

ランダース地方の産業界に対して、表２に挙

げる家電製品の廃棄物の回収義務が発生して

いる。規制の対象となる家電製品は、主に

“白物家電”と称される大型の家庭用電気製

品（小型の家庭用電気器具を含む）と、“茶

物家電”と称される電子機器類の２つに大別

されている。

これらの家電製品は回収後、認可を受けた

処理施設内で、中古商品として再使用が可能

なものと、不可能なものの２つに分別される。

中古商品に分別された廃棄物は、処理施設に

付属する販売店で再販売されなくてはならな

い。一方、再使用不可能な製品については、

分解などの廃棄処理がおこなわれるが、その

際、危険物質および取扱いが危険な部品を選

別除去し、また鉄や非鉄金属、プラスチック

などの再生資源を回収しなくてはならない。

同政令では、回収された製品廃棄物について、

次の作業順序に従い処理することを義務づけ

２．家庭用電気製品の廃棄物

ている。

（１） 製品部品およびその構成物の本来の使

用目的に沿った再使用

（２） 材料の再使用またはリサイクル

（３） 熱分解または加水分解による化学物質

または原料の回収

（４） エネルギー回収を伴う焼却

このほか、本政令に規定され産業界が負う

べき義務としては、製造者、流通業者、最終

販売者の各レベルにおける、回収廃棄物の数

量および種類の年次報告義務、さらに製造者

については、これらの情報に加えて処理方法、

リサイクル達成率、最終処理形態（再利用か、

焼却処分か、埋め立て処分か）などの報告義

務が規定されている。

フランダース地方では、法律上は企業によ

る廃棄物の回収義務を定めているものの、実

際にはいくつかの未解決問題が残されている

ため、法律遵守の段階に至っていないのが現

状である。そのため現在、地方政府と産業界

がＥＵによる新たな廃棄物指令の導入を参考

にしながら、具体的な規制運用のあり方を模

索しているところである。規制の運用にあ

たっての未解決問題は以下の点に整理される。

３．実行上の問題点

表２ 廃棄物回収義務の対象となる家電製品

家庭用電気製品

（白物家電）

冷蔵庫、冷凍庫、空調機器、調理機、洗濯機、食器洗い機、脱水機、乾燥
機、温水器、オーブン、換気扇、電子レンジおよびその他のレンジ、移動
可能な暖房機具、湯沸し機、油揚げ機、トースター、ミキサーおよび泡立
て器、園芸用機具、掃除機、ミシン、アイロン、ヘアードライヤー、電気
シェーバー

電子機器類

（茶物家電）

テレビ受像機、コンピューター用モニター、ラジオ、アンプ、チューナー、
カセットテープレコーダー、レコードプレーヤー、ＣＤプレーヤー、ビデ
オ、ビデオカメラ、コンピューターおよび周辺機器、電話機およびファッ
クス機、コピー機、プリンター、携帯電話、拡声器
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（１） 産業界が負う回収義務は、個別企業レ

ベルで対応するよりも業界が設立する回収

団体をもって対応する方が費用的にも現実

的であるが、実際にはどのような形態（業

種区分、出資形態）の回収団体が適当であ

るのか。

（２） 家電製品廃棄物を例にとっても回収の

対象とされる製品が非常に多岐にわたり、

かつ消費者の製品入手経路も複雑である。

そのためフランダース地域の業界が設立す

るリサイクル団体が、いわゆる「フリーラ

イダー」（回収団体に出資しない企業）の

製品を回収せざるを得ない事態が起こり得

るのではないか。またその場合、費用負担

はどうするのか。

（３） ＶＬＡＲＥＡ法では再使用が可能な廃棄

物については中古販売することを義務づけ

ているが、その場合の品質保証は、誰がど

のようにおこなうのか。

（４） 国内のその他の地方（ワロン地方、ブ

リュッセル首都圏）では、ＶＬＡＲＥＡ法に

相当する規制を導入していない。そのため

フランダース地方の企業が、製品回収コス

トを製品価格に上乗せした場合、ベルギー

国内において同一製品に価格差が生じ得る。

なお、ＥＵが導入に向けて検討を進めてい

る電気・電子機器廃棄物（ＷＥＥＥ）指令に

おいても産業界による製品回収を義務化する

流れがあるが、現状、ＶＬＡＲＥＡ法はＥＵを

上回る規制内容となっていること、また、９９

年７月のフランダース地方政権の交代を受け

ＶＬＡＲＥＡ法に関する地方政府と業界とのそ

れまでの折衝は見直しされたことから、２０００

年３月末の時点で、上述の議論について目

立った進展がみられていない。

一方、産業界による製品回収の義務化およ

び廃棄物処理の流れを先取りしたビジネスが

進展しつつある。オランダでは、９８年６月に

施行された家電製品の処分に関する政令にも

とづき、フランダース地方に先行して、産業

界に対する製品回収義務や環境保護を目的と

する廃棄物の処理を定めているが、これを受

けて、オランダ・アイントホーフェン市近郊

にあるＭＩＲＥＣ社は、コンピューターおよび

そのモニターを中心とした廃棄物処理事業を

展開している。同社は当初、フィリップス社

（蘭）の製品リサイクル・センターとして設

立され、その後ワトコ・グループ（仏）の廃

棄物処理事業部門として今日に至っている。

４．規制を考慮した廃棄物処理事業の進展

図１ 代行サービスの流れ
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同社はＴＶモニターやコンピューター本体、

製品工場から排出される部品の屑や原材料屑

などを回収し、分解・破砕および危険物の選

別除去をおこなっている。また鉄、銅、プラ

スチックなどは再資源として回収している。

同社は、ＶＬＡＲＥＡ法などが規定する認可

を受けた廃棄物処理施設としての業務も、将

来の主要な事業と位置付けており、以下の代

行サービスを提案している。

（１） 認可を受けた廃棄物回収業者として、

廃棄物回収義務を負う個々の企業あるいは

それら企業が設立した業界団体と契約を行

い、法に定められた廃棄物回収、分解、分

別、処理、廃棄などの業務を代行する。

（２） 契約先企業（団体）に対しては、廃棄

物行政当局が求める資料（廃棄物処理状況

の報告など）を供給する。

（３） 契約先企業（団体）の求めに応じ、再

利用可能品の再販売を行う。

一方、ベルギー国内でもアントワープ近郊

のＡＰＰＡＲＥＣ社が、家電製品廃棄物につい

て同様な処理事業を展開しているほか、フラ

ンダース地方内だけでも１０数社が廃棄物処理

に関連した事業を手がけている。

（付録資料）：ベルギー、オランダを中心とした廃

棄物処理関連企業リスト（ＯＶＡＭ提供）

（注）９７年１２月１７日付け、廃棄物の予防および管理

に関するフランダース規則を定めるフラン

ダース地方政令（通称：ＶＬＡＲＥＡ）本文の

抄訳（ＪＥＴＲＯ仮訳）をご希望の方は、ジェ

トロ海外調査部欧州課（Ｔｅｌ：０３－３５８２－

５５６９）までお問い合わせ下さい。

（付録資料）

Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｓｃｒａｐ
（ベルギー、オランダを中心とした廃棄物処理関連企業リスト）
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